
 
 
 

 

 

 

   佐志小学校いじめ防止基本方針 

 

はじめに 

「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童にも起こりうる」という基本認識に立ち、本校児童が、楽

しく豊かな学校生活を送ることができる、いじめのない学校をつくるために、「佐志小学校いじめ防止基本

方針」を策定した。 

本校における、「いじめ防止のための基本的な姿勢」を示す。 

 

○本校のめざす学校の姿に「子どものいのちと人権を守る学校」を掲げています。「いのち」を奪うことにも

つながるいじめを見逃さない児童・教職員集団を作ります。 

 

○「自分も他者も大切にするさしっ子」を合い言葉に、相手の気持ちを考えることができる児童を育成し、

温かな人間関係を築きます。 

 

○計画的な学校経営・学級経営を行い、学校・学級内にいじめを許さない雰囲気を作ります。 

 

○人権・同和教育の推進を図り、児童・教職員の人権感覚を高めます。 

 

○いじめを早期発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決します。 

 

○いじめの問題について保護者・地域そして関係機関との連携を深めます。 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

１「いじめ」とは 

   「いじめ」とは、本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人間関係にある他

の児童が行う心理的または物理的な影響を与える行為（インターネット等を通じて行われるものを含む）

であって、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているもの。 

   学校では、「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち、この「いじめ」の定義に関わらず、その訴えを真

摯に受け止め、児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応にあたる。 

２ いじめを未然に防止するために 

 

＜児童に対して＞ 

 

＜教職員に対して＞ 



 
 
 

＜学校全体として＞ 

 

＜保護者・地域に対して＞ 

 

 

 

３ 「いじめ」の早期発見・早期対応について 

 

＜早期発見に向けて・・・「変化に気づく」＞ 

 

 

＜相談ができる・・・「誰にでも」＞ 

 



 
 
 

＜早期の解決を・・・「傷口は小さいうちに」＞ 

 
 

４ 校内体制について 

 

 

５ 教育委員会をはじめ、関係機関との連携について 


